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 共済組合では法令に基づき、今年度の健診結果から生活習慣病を発症するリスクが
あると判断された対象者の方へ特定保健指導を実施しています。対象者へのご案内
は健診の受診時期により順次行います。

　昨年度までは、文書による特定保健指導のご案内があった後、実施機関や実施方法について希望があれば対象
者本人よりお電話にてご連絡をいただいておりましたが、今年度の特定保健指導対象者からはご案内の文書内に
記載している二次元コードからウェブアンケートにアクセスしていただき、実施機関や実施方法をご選択いただ
くことが可能になりました。

対象者のいる所属あ
てに二次元コード付
きの文書が届きます。

二次元コードから
ウェブアンケートに
アクセスして実施方
法等を回答します。

実施機関と相談の上、
専門家のアドバイス
を受け、生活習慣改善
目標を設定します。

目標に向かって生活
習慣を改善します。
積極的支援は電話や
面談支援があります。

初回面談の３か月
後に生活習慣の変
化を確認します。

今年度より実施機関が事前にウェブアンケートで選べます!!

RIZAP株式会社の特定保健指導が選べるようになりました!!        

　ウェブアンケートでは以下の項目について選択・回答が可能となる予定です。
□ 実施方法と実施機関：SOMPOヘルスサポート株式会社（訪問または遠隔面談）・RIZAP株式会社（遠隔面談
　のみ）・特定保健指導実施医療機関（医療機関へ受診）
□ 特定保健指導のご案内にあたっての連絡先（所属・個人の連絡先・メールアドレス※１）
□ 特定保健指導利用券の送付先（所属・個人宅）※２

※１ メールでのご連絡は、特定保健指導実施機関としてRIZAP株式会社をご選択いただいた場合のみ実施します。
※２ 特定保健指導利用券は医療機関で受ける場合のみ発行しています。

　なお、ウェブアンケートには回答期限があります。
　期限については案内文書に記載しておりますので、必ずご確認ください。期限内に回答がない場合はSOMPO
ヘルスサポート株式会社より初回面談のご案内をいたします。

※　この内容は今後調整される場合があります。必ず送付される案内文書をご確認ください。

　今年度の特定保健指導の対象者
から、RIZAP株式会社が提供す
る特定保健指導をご選択いただけ
るようになりました。
　希望される場合は上記のとおり
ウェブアンケートへの回答が必須
となります。

　また、受け入れ枠は各月上限が
あり、原則先着順となりますので
ご希望の場合はお早めにご回答く
ださい。なお、受け入れ上限を超
えた場合は、SOMPOヘルスサ
ポート株式会社による保健指導を
実施します。
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お住いの自治体
の集団検診も利
用できます。市町
によっては、がん
検診も併せて受
診可能です。

特定健診は自費で受ける
と8千円程度かかります。
受診券を使ってお得に健
康管理をしましょう！

特定健診・特定保健指導のよくあるご質問

　今年の7月初旬に「特定健康診査の受診券（セット券）」を今年度末年齢40歳～ 74歳で、
4月1日時点資格を有している被扶養者のいる組合員の所属に対して郵送しました。

　なお、受診券の有効期限は令和4年12月31日までとなっておりますので、
忘れずに受診をお願いします。

自己負担はいくらかかりますか？

持病で治療中なのですが、特定健診は受けなくて良いですか？

特定健診・特定保健指導は必ず受けなければいけないのですか？

パート先で健康診断・個人で人間ドックを受診した場合も特定健診を受診しなくて　
はなりませんか？

健診結果の写しを支部にご提供いただいた方には、

もれなく「めぐりズム　ホットアイマスク

（5枚入り）」をプレゼントします！

令和4年度は無料です。
特定健診・特定保健指導にかかる費用は共済組合が負担します。

　基本的に、病気の治療中の方も特定健診の受診をお願いしています。
　病気の治療のための検査では、生活習慣病の早期発見には不十分な場合もあり、
生活習慣病は自覚症状がないまま進行することからも、生活習慣病の早期発見に特
化した特定健診を年に一回受診していただきますようお願いします。

　医療保険者には実施する義務があり、組合員や被扶養者には受ける権利がありま
す。受診は強制的なものではありませんが、前述したとおり実施率が目標に満たな
い場合、将来掛金が引き上げられる可能性があります。
　生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、早期発見が重要であり、生活習
慣の改善が病気の予防・改善に最も効果的とされています。手遅れとなる前に、ま
た年々上昇し続ける医療費の削減のためにも、特定健診・特定保健指導の活用をお
願いします。

　健康診断の受診は年1回で十分ですが、パート先で健康診断や個人で人間ドック
を受診された方に対しては、受診券の返却と健診結果の写しのご提出をお願いして
います。
　これは、受診券を利用せずに健康診断を受診した場合、医療保険者に対して健診
実施機関から健診データが提供されないため、保険者で特定保健指導の対象者の抽
出やマイナポータルへの健診結果の反映が出来なくなってしまうためです。また、
健診結果が提供されないと、受診状況が把握出来ないため、後期高齢者支援金※の
算定に係る特定健診の受診率に反映させることが出来なくなります。そして、この
受診率等が一定割合に満たない場合、保険者に対し後期高齢者支援金が加算され、
組合員の掛金の引き上げがなされる可能性があります。
　パート先等の健診結果の写しを、使用しなかった受診券と同封の質問票と一緒に
ご提供いただけましたら、健診結果を支部で入力することでマイナポータルへの登
録、実施率への反映が出来ますので、是非ともご提出をお願いします。

※後期高齢者支援金とは？：75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するた
め、74歳以下の方全員が負担しています。後期高齢者の医療制度の負担割合は、5割が
公費（国、都道府県、市町村）4割が後期高齢者支援金（現役世代の保険料から拠出）
1割が後期高齢者の保険料となっています。
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　今年度の定期健康診断や人間ドッ

クを受診された年度末年齢40歳以

上の組合員を対象に、お一人お一人

の健診結果に合わせた健康情報冊子

「QUPiO Plus」をお配りします。

　健診結果から疾病の発症リスクや

食事・運動などの生活習慣改善のア

ドバイス、健康に関する情報を分か

りやすく記載しています。

　専門検診（頭部MRI・MRA検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、前立腺がん検診）

の受診期限は令和4年10月31日までとなっております。

　受診期限を過ぎて受診してしまうと、補助が受けられず全額自己負担となって
しまいますのでご注意ください。

受診する医療機関は決まっていますか？

クーポン券を使わなかった場合、どうしたら良いですか？

クーポン券（左図）の裏面に対象となる医療機関が記載されています。
そのほかの医療機関では補助はご利用いただけません。

　今年度より新規事業として始まりました「健康管理・メンタルヘルス講
習会（セルフケア）」について、7月26日、8月18日分が、皆様のご協力も
あり無事に終了いたしました。実施後のアンケートにいただきました参加
者様のご感想を一部下記に掲載しています。

ストレスに対するとらえ方は自分を癒す大切な考え方だと思いました。補充・対策・省
エネの3つの視点がとても面白く、これだと罪悪感なく取り組めそうです。（一部抜粋）

アロマテラピーは香りによって気分が変わることが不思議でした。自分のお気に入りの
香りが作れて大満足です。家族にも癒しとして使っていけたらと思います。（一部抜粋）

クーポン券を使用しない場合は各自で破棄をお願いします。ただし、がん検診は早期発見・早
期治療が重要であること、また女性検診は2年に1度の検診が推奨されています。定期的な受診
を心掛け、各自健康管理に努めてください。
※新武雄病院、公立学校共済組合九州中央病院で人間ドックを受診する際は、前立腺がん検診

のクーポン券の提出は不要です。
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「ねんきん定期便」について

  ・ねんきん定期便は、毎年、誕生月下旬ごろにご自宅へ送付されています。
  ・年金加入期間や年金の見込み額をお知らせしているものです。

【送付時期】
誕生月の　　　

年齢
節目年齢の方（封書） 節目年齢以外の方（はがき）

59歳 35歳・45歳 50歳以上 50歳未満

表示内容

年金見込額 年金見込額
現在の年金制度加
入状況が60歳まで
継続したものとし
て算出されます。       

作成時までの加入
実績に基づいて算
出されます。

現在の年金制度加
入状況が60歳まで
継続したものとし
て算出されます。       

作成時までの加入
実績に基づいて算
出されます。

これまでの年金加入期間・履歴 これまでの年金加入期間
これまでの保険料（掛金）納付状況 直近13 ヵ月の保険料（掛金）納付状況

　注）すでに老齢厚生（退職共済）年金が決定していて、在職中の方には「ねんきん定期便」は送付されますが、
　　　年金見込額は表示されません。

＊「ねんきん定期便」を受取ったら・・
　　① 年金加入記録に「もれ」や「誤り」がある場合には、その旨「ねんきん定期便」に記載され
　　　 ている照会先へ お問い合わせください。
　　② 記載されている年金加入記録の内容は必ず確認をしてください。

＊「ねんきん定期便」が届かない場合
　　・ 所属所で管理されている住所がきちんと登録されていないと届かない場合があります。
　　　所属所に確認をしてください。（マンション・アパートの部屋番号がないと届かない場合が

あります。）

＊ 地共済年金情報Webサイトで確認
　　・閲覧には利用申込みが必要で、申込みすると３～４週間後にユーザー ID通

知書が送付され、申込み時にご自身で登録したパスワードと通知されたユー
ザー IDにより、閲覧できるようになります。

　 利用方法は・・・
　　公立学校共済組合佐賀支部ホームページからアクセスしてください。
　　注） 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末ではご利用できません。

　　注） ご利用の際は基礎年金番号が必要となりますので、年金手帳や「ねんきん定期便」等でご確認ください。



7福利さが159号　令和４年10月１日発行

年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書について

障害年金の請求について

・毎年７月頃にご自宅あて送付されます。  
・平成27年10月以降被用者年金制度の一元化により、「年金払い退職給付（３階部分）」が創設さ

れました。  
・組合員の皆さんが個人毎に積立てた「給付算定基礎額」を基に65歳から支給されるもので、通

知書は直近１年間の給付算定額をお知らせするものです。  

・障害厚生年金とは、組合員が在職中に初診日のある病気またはケガによって、仕事をしたり日常
生活を送ったりする上で困難が生じるような障害状態になった場合請求することができます。

【支給要件】
① 障害の原因となった傷病の初診日（※１）が共済組合の組合員であること。
② 障害認定日（※２）において障害等級（※３）が１級、２級、３級に該当する障害にあること。
③ 保険料納付要件を満たしているとき（加入期間の３分の２）

　　（※１）傷病について初めて医師の診療を受けた日
　　（※２）初診日から起算して１年６月を経過した日または１年６月経過前に症状が固定した日
　　（※３）厚生年金保険法に定める等級。身体障害者手帳当の等級とは異なります。

【障害認定日】

【事後重症制度】
障害認定日に障害等級に該当しないで、その後、65歳に達する日の前日までに症状が徐々に重く
なり障害等級１～３級に該当する障害状態に認定をされたときは、障害厚生年金を請求することが
できます。

　注） 老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、事後重症の請求は出来ません。

資格取得日 初診日

１年６ヶ月

障害認定日（障害等級１～３級に該当）

受給権発生（年金受給）
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限度額適用認定申請書の記入について
　医療費が高額になることが分かっている場合は、入院前に所属所を通じ

て共済組合に申請をしていただくと「限度額適用認定証」を交付します。

　この証を医療機関等の窓口に提示していただくことにより、支払額を高

額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。（下記）

所得
区分

標準報酬月額 自己負担限度額 多数回該当

ア 83万円以上 252,600円＋（総医療費－842,000）×0.01 140,100円

イ 53万円以上～ 83万円未満 167,400円＋（総医療費－558,000）×0.01 93,000円

ウ 28万円以上～ 53万円未満 80,100円＋（総医療費－267,000）　×0.01 44,400円

エ 28万円未満 57,600円 44,400円

オ 低所得者（住民税非課税） 35,400円 24,600円

　※　多数回該当（診療月を含む過去１年以内の高額療養費給付が３回以上ある場合の４回目以降）
　　　の場合の自己負担限度額

以下の①～⑤に注意して、申請をお願いします！
　①標準報酬月額＝基本給（調整額＋教職調整額）＋実際に支給された諸手当

　　・給与支給明細書の下記｛標準報酬｝適用部分の等級の金額になる

　　・標準報酬月額の所得区分（ア・イ・ウ・エ・オ）は上記のとおりです

　②入院期間の記載は必須です。必ず期間の記入をしてください。

　　・申請月より遡っての証明はできませんので、入院日が確認でき次第、早めに申請をしてくだ

さい。

　③送付先には「簡易書留」で送付しますので、日中自宅が不在になる方はご注意ください。

　④証明期間は記入しないでください。

　⑤必ず、所属長の証明が必要です。

　　　

　なお、医療機関等に支払が終わっているものについては、認定証の発行はできません。

　約３か月後に共済組合から高額療養費が自動給付されますので、最終的な自己負担額は変わりま

せん。
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交通事故などでケガをしたときは、共済組合に連絡・提出が必要です

令和４年8月1日から
育児休業手当金と介護休業手当金の給付上限相当額が変更になりました

　交通事故などの第三者の行為で受傷した場合、組合員証や被扶養者証を使って医療機関で診療を

受けることができますが、その場合は共済組合に連絡した上で、事故報告書などを提出していただ

く必要があります。

　本来、第三者の行為で受傷した治療費は、加害者(相手方)が負担すべき

ものです。組合員証等を使用して診療を受けた場合、総医療費の７割が医

療機関から共済組合に請求され、共済組合が一時的に立て替えて医療機関

に支払うことになります。

　提出していただく書類は、後日、共済組合から加害者(加害者が加入し

ている保険会社)へ医療費の請求をする際に必要となります。

　令和４年８月３日付け、事務連絡でお知らせをしておりますが、給付上限相当額が、次のとおり

変更されました。

○育児休業手当金

　【育児休業開始から180日目まで（土日を含む）＝ 給付率67％ 適用の場合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給付上限相当額・・・13,878円 

　【育児休業開始から181日目以降（土日を含む）＝ 給付率50％ 適用の場合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給付上減相当額・・・10,356円

○介護休業手当金　

　【給付率67％ 適用の場合】　　　　　　 給付上限相当額・・・15,266円

交通事故による治療費の支払方法

受診

求償

被　害　者

加　害　者

共 済 組 合 加　害　者

病院（治療費）

①組合員証を使用しなかった場合
　被害者の医療費は加害者が負担

①組合員証を使用した場合
　被害者の医療費は共済組合が立替
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被扶養者の現況確認（検認）を実施します

　毎年11月に、被扶養者の現況確認（検認）を行っています。

　今年度も実施しますので、関係書類の提出等について組合員の皆様のご協力をお願いします。

被扶養者を有する組合員

ただし、以下の被扶養者は現況確認の対象外となります。

① 扶養手当が支給されている「普通認定」の被扶養者で、教職員課で実施された諸手

当調査の対象者

　　　※不安定収入の方については給与支払い証明書（諸手当調査時）で３ヶ月基準

額を超えていないか、確認して下さい。

② 令和４年４月１日以降、新たに被扶養者の認定を受けた者

　　　※令和４年４月に他共済から転入された組合員の特別認定被扶養者は検認対象

者となります。また令和４年３月31日定年退職から再任用フルタイムになら

れた組合員で、定年退職時に特別認定の被扶養者でそのまま特別認定の被扶

養者も検認対象者になります。

対象者

 

注意 　令和４年10月より「健康保険法」の適用拡大により、短時間

労働者の方で健康保険の適用対象になる方がいます。対象にな

る方は下記の方です。

　事業所の規模（101人以上の企業）

　①週労働時間20時間以上

　②月額賃金8.8万円以上

　③勤務期間２か月超

　　※但し、学生は適用除外

※健康保険法の適用拡大に伴い、被扶養者でなくなる場合は、取消の申告が必要です。被扶

養者の資格喪失後は早めの手続きと被扶養者証の返還をお願いします。

※適用拡大等に伴い、下記のように変更になりました。

短期給付
（健康保険）

長期給付
（年金）

臨時的任用職員 変更なし
公立学校　　　　厚生年金
共済組合　　　（日本年金機構）

再任用短時間勤務職員
会計年度任用職員

（パートタイム）など

公立学校
協会けんぽ

共済組合
変更なし

その他職員
（社会保険の適用外）

変更なし 変更なし
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令和４年10月から「短期給付掛金率」が上がります

令和４年10月から「標準報酬等級表」が変わります

（千分率）

区分
短期

介護

※1

厚生年金保険料

※2
退職等年金令和４年４月

～９月

令和４年10月

～令和５年３月

一般組合員
標準報酬月額

43.51 48.01 8.82 91.5 7.5
標準期末手当等

短期組合員

※３

標準報酬月額
― 48.01 8.82 ― ―

標準期末手当等

※1　40歳以上65歳未満の方から徴収します。

※2　70歳未満の方から徴収します。

※3　令和４年10月から短期・福祉事業のみ適用となる組合員のことです。

　令和４年10月から標準報酬等級表が変わります。

　短期標準報酬等級の下限は58,000円【第１級】（９月までの下限は98,000円）となり、厚生年金・

退職等年金標準報酬等級の下限は88,000円【第１級】（９月までの下限は98,000円）になります。

等　級
報酬月額 標準報酬の月額

短期給付等 退職等年金給付 厚生年金保険

第 1 級 - - 63,000円未満 58,000円

第 2 級 - - 63,000円以上 73,000円未満 68,000円

第 3 級 - - 73,000円以上 83,000円未満 78,000円

第 4 級 第 1 級 第 1 級 83,000円以上 93,000円未満 88,000円

第 5 級 第 2 級 第 2 級 93,000円以上 101,000円未満 98,000円

第 6 級 第 3 級 第 3 級 101,000円以上 107,000円未満 104,000円

第 7 級 第 4 級 第 4 級 107,000円以上 114,000円未満 110,000円

第 8 級 第 5 級 第 5 級 114,000円以上 122,000円未満 118,000円

第 9 級 第 6 級 第 6 級 122,000円以上 130,000円未満 126,000円

第 10 級 第 7 級 第 7 級 130,000円以上 138,000円未満 134,000円
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令和４年10月から育児休業中の掛金免除の要件が変わります

以上の期間の育児休業を取得する場合も免除の対象となります。
同一月内に育児休業の開始日と終了日があり、その月内に14日

１か月を
越える期間の育児休業でないと、免除の対象になりません。



13福利さが159号　令和４年10月１日発行

国・公・私立学校教職員のための アイリスプランは、
国・公・私立学校教職員
のための経済生活支援事
業です。

事業主団体：一般財団法人　教職員生涯福祉財団
制度内容等詳細についてはパンフレットをご確認ください。

募集期間（資料請求受付期間）は、例年９月中旬～１0月下旬にかけてです。
詳細は９月中旬に職場で配布されるリーフレットをご覧ください。

年金コース
在職中から積立てを開始して、将来の公的年金を補完するための年金制度です。

Point 1 毎月2,000円（２口）から積立を手軽に始められ、
毎年1回、口数を自由に変更できます。

医療・日常事故コース
病気・ケガによる入院等に対応した「医療入院コース」と、
日常的なケガや交通事故、法律上の賠償責任も補償する「日常事故補償コース」の
２つからなる制度です。

Point 2

医療入院コースは、日帰り入院から保障。
満90歳まで契約更新できます。

Point 3 「個年型」（個人年金保険料控除の対象）
「一般型」（一般生命保険料控除の対象）があり、両方加入も可能です。

Point 2 予定利率は年1.25%（令和4年4月1日現在）です。

Point 3

Point 1

日常事故補償コースは、個人賠償※を最高1億円まで補償！

※予定利率は今後変更となる可能性があります。

※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

内容が見てすぐ分かる
動画があります！！

※自動車事故および職務遂行に起因する損害賠償は対象となりません。

（　　　　　　　　　　　　）財団のホームページからも
ご覧頂けます

動画でも説明しています

どちらのコースも、退職後もご利用いただけます。

承●●－企－●●（●●●●）
MY－A－●●－LF－●●●●●●

「自転車保険」としても
ご利用いただけます
「自転車保険」としても
ご利用いただけます

承22－企－02（2204）
MY－A－21－LF－008373

A
4
用
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令和４年度「ウォーキンググランプリ」開催について

　今年度も10月１日より、ウォーキンググランプリが始まります！参加される方は、毎日の歩数

を忘れずに記録してください。　

※歩数の記録には、佐賀県公式ウォーキングアプリ がおすすめです。

【実施内容】

　所属単位でチームを作り、10月と11月の２か月間でのチーム１人当たりの１日平均

歩数で順位を競います。順位に応じて、「上位チーム賞」及び「飛び賞」を授与します。

【スケジュール】

◆10月～ 11月 ：歩数計やウォーキングアプリ等を利用し、毎日の歩数を記録する。

◆12月　  初旬 ：10月と11月の２か月間での１日当たりの平均歩数を所属の担当者に報告する。

 　※個人の平均歩数の算出方法→（２か月間の合計歩数÷61日）

◆12月　  中旬 : 所属の担当者がチーム１人当たりの１日平均歩数を教育情報システムで報告する。

 　※チームでの１日平均歩数の算出方法→（チーム全員の１日平均歩数の合計÷チーム人数）

◆ 1 月　  下旬 ：順位の決定、該当所属へ賞品が届く。

ウォーキンググランプリは厚生労働省が推奨する個人の健康増

進を図るためのインセンティブ（動機付け）事業の１つです。

１日１万歩を目安にウォーキングを継続して行うことで、様々

な健康増進効果があることが報告されています。






